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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来の壁構造における内装材は、調湿機能や、
断熱機能を持たないので、室内で発生する結露現象に対
して解消する対策が施されていなかった。
【解決手段】帯状の底板１Ａ上面の長手方向の右端と左
端に側板１Ｂ，１Ｃを立設し、両側板の向かい合う面同
士の間の底板上面に間仕切１Ｄを立設して、各板の構成
によって形成した収納部に羊毛２を主材とした調湿材を
充填収納し、両側板の上面に帯状の天板１Ｅを設けて、
収納体を構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１以上の面を構成する板に桐材を使用した収納体において、帯状の底板上面の
長手方向の右端と左端に側板を立設し、両側板の向かい合う面同士の間の底板上面に間仕
切を立設して、各板の構成によって形成した収納部に羊毛を主材とした調湿材を充填収納
し、両側板の上面に帯状の天板を設けて、収納体を構成したことを特徴とする調湿部材。
【請求項２】
少なくとも１以上の面を構成する板に桐材を使用した収納体において、帯状の底板上面の
長手方向の右端と左端に側板を立設し、両側板の向かい合う面同士の間の底板上面に間仕
切を立設して、各板の構成によって形成した収納部に調湿材を充填収納し、両側板の上面
に帯状の天板を設けて、収納体を構成し、前後に形成された各開口部に栓を施したことを
特徴とする調湿部材。
【請求項３】
少なくとも１以上の面を構成する板に桐材を使用して、収納部に調湿材を充填収納した収
納体において、底板の裏面に複数の溝を刻設したことを特徴とする請求項１乃至請求項２
のうちいずれか１項に記載の調湿部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、主に屋内で使用する断熱性と調湿性に優れた調湿部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来の家屋における断熱性を求める手段として、室内空間に面し防湿性を有する内装材と
、内装材の屋外側に配する内装下地材と、内装下地材の屋外側に配する調湿性を有する調
湿層と、調湿層の屋外側に配し柱間に、羊毛を主材とし、これにポリエステル繊維を混合
し、マット状に形成した断熱材を充填して形成する断熱層と、断熱層の屋外側に配する透
湿性を有する透湿シートと、透湿シートの屋外側に設けた通気層と、通気層の屋外側に配
した断熱性を有する外装材とから構成する壁構造を提案する。とする技術を施したものが
ある。（特許文献１参照。）
【０００３】
以下、図１４～図１６により従来の壁構造実施形態について説明する。図１４および図１
４のイ－イ線拡大端面図である図１５は、上記壁構造Ａの代表例を示す説明図であり、図
において、Ａは壁構造、Ｂは室内空間、Ｃは屋外空間、１は内装材、２は内装下地材、３
は調湿層、４は断熱層、５は透湿シート、６は通気層、７は外装材である。
【０００４】
内装材１は、例えばビニールクロス、塗膜等の防湿性を有するものからなり、室内空間Ｂ
の内装として機能すると共に、冬期の暖房使用時において室内空間Ｂから発する湿気が屋
外側、すなわち断熱層４側に透過しないように遮り、壁構造Ａ内の壁内結露の発生を防止
するものである。内装材１としては、防湿性を有するものなら何でも良く、防湿性を有す
るものと有しないものの複合材でも構わない。
【０００５】
内装下地材２は、内装材１の屋外側に配し、難燃性、もしくは不燃性を有するものである
ことが好ましく、例えばケイ酸カルシウム板、炭酸カルシウム板、石膏ボード、パーライ
トセメント板、ロックウール板、スレート板、ＡＬＣ板、ＰＣ板、その他の無機質軽量体
、無機質軽量発泡体等の無機ボード、あるいはこれらの複合板よりなるものである。内装
下地材２は、内装材１や調湿層３と一体化されているものを用いても構わない。
【０００６】
調湿層３は、内装下地材２の屋外側に配し、湿気の吸収、放出する機能、すなわち近傍の
湿気が多いときには湿気を吸収し、湿気が少ないときには湿気を放出する性質を有するも
ので、シリカゲル、炭酸カルシウム、塩化カルシウム、活性炭等の調湿性を有する物質か
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らなり、平板状に形成したもの、もしくはシート状に形成したもの、もしくは内装下地材
２もしくは断熱層４と一体化したものを用いる。
【０００７】
調湿層３は、従来の壁構造Ｄにおける防湿兼気密層１０３に相当する位置に配する。従来
の壁構造Ｄにおいて、防湿兼気密層１０３は夏期において屋外空間Ｃからの湿気を屋外側
で遮るが、室内空間Ｂで冷房を使用した際にはそこで冷却されて結露を発生させるもので
あった。しかし、本発明の壁構造Ａでは防湿兼気密層１０３の代わりに調湿層３を設けて
湿度を調節するので、内装材１の屋外側にて湿気を遮っても結露が生じるには至らず、従
って壁内結露が生じないものである。
【０００８】
断熱層４は、図１４に示すように、柱８および間柱９間に配するものであり、図１６（ａ
）に示すように主材として羊毛を用い、これにポリエステル繊維を混合して、任意の厚さ
、幅、長さ、密度でマット状に形成した断熱材である。断熱層４の主原料となる羊毛は、
自然（天然）物であり、精製、洗浄、消毒処理等を必要に応じて行い形成した繊維状物を
、マット状に絡み合わせたものであり、弾力性、保形性があり、断熱性に富むものであり
、透湿性を有するものである。
【特許文献１】特開平１１－１７２８００号公報（解決手段抜粋参照、図１～図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
前述の壁構造では、内装下地材と外装板の間に調湿層と断熱層と透湿層を積層して設ける
ことにより調湿効果と断熱効果を得ようとするものであり、この技術によれば、外部にお
けるさまざまな環境の変化に対して室内空間は影響を受けにくく思はれる。
【００１０】
しかし、室内空間に面する内装材には防湿性のものを使用することとなっているので、室
内空間における環境の変化、例えば湿度の上昇に対しての技術的対策がなされていないと
いう課題が残されていることが判明した。
【００１１】
即ち、室内における湿度の上昇は、全体的に見れば内装材表面に限らず室内に設置されて
いる装飾品や、家具類など、あらゆるものに結露が付着する可能性があり、使用者が気が
付かずに放置していると対象物によっては、劣化したり腐敗する原因となり得るので、室
内における調湿機能を提供しなければならない課題があった。
【００１２】
又、部分的に見ればベッド等の寝具類及び家具類の裏側など手入れが行き届きにくい箇所
などに付着した結露を放置した場合、カビが発生する可能性があることは一般的に知られ
ているので、カビの発生を防がなければならない課題があった。
【００１３】
更には、前述の壁構造を適用し断熱効果を得る為には、家屋等を建築する段階で施工する
必要があるため、すでに工事が完了している家屋に対しての適用はほとんどの場合困難を
伴う。か、或いは新たに改築工事を開始することになるので、容易ではないので、比較的
容易に断熱機能と調湿機能を提供しなければならない課題があった。
【００１４】
本発明は以上のような課題を解決する為になされたもので、容易に室内空間で調湿効果と
断熱効果を得ることが可能であり、同時にカビの発生を抑制する効果も発揮するものであ
る。更には、断熱効果を具備する調湿部材としての機能を生かして壁内に設置して、効果
を発揮させることをも可能とすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明は、上記目的を達成する為の第一の課題解決手段として、少なくとも１以上の面を
構成する板に桐材を使用した収納体において、帯状の底板上面の長手方向の右端と左端に
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側板を立設し、両側板の向かい合う面同士の間の底板上面に間仕切を立設して、各板の構
成によって形成した収納部に羊毛を主材とした調湿材を充填収納し、両側板の上面に帯状
の天板を設けて、収納体を構成したことを特徴とする。
【００１６】
上記のごとく構成した調湿部材は、収納体に使用した桐材が具備する調湿機能と断熱機能
に加え防カビ機能を具備する羊毛を主材とした調湿材を内部に充填収納することで、全体
的には室内雰囲気中の水分を調整するので室内の壁面の全部、又は一部に、調湿部材を設
置して前述の課題の解決手段となる。
【００１７】
尚、調湿部材は単体でも問題はないが、複数個を出来るだけ広い面積にわたって貼詰める
様に連続して並設すれば、より好ましい。又、壁面に限らず、床面や、天井面に設置して
も同様の解決手段となる。
【００１８】
また、部分的には風通しの悪い設置場所にあっては、カビの発生を防ぐ機能をも有するの
で、室内に設置する家具等において、内部は風通しも悪い環境となりがちであるが収納す
る衣類や装飾品類の殆どが湿気を嫌うものであり、湿気の進入、及び滞留はカビの発生を
促す現象である。従って湿気の進入を防がなければならない課題に対し、家具を構成する
主な部材の全部、又は一部に調湿部材を使用すれば、内部に限らず設置した周囲の雰囲気
へも調湿機能を発揮するので前記課題の解決手段となる。
【００１９】
更に、ベッドの床板とマットレスの間のように、人体から発生する水分が滞留し、殆ど風
通しがないような環境においては、手入れを怠ると、すぐにカビが発生するので、長方形
の調湿部材の複数個を床板として適用すれば前記課題の解決手段となる。
【００２０】
又、他の解決手段として、少なくとも１以上の面を構成する板に桐材を使用した収納体に
おいて、帯状の底板上面の長手方向の右端と左端に側板を立設し、両側板の向かい合う面
同士の間の底板上面に間仕切を立設して、各板の構成によって形成した収納部に調湿剤を
充填収納し、両側板の上面に帯状の天板を設けて、収納体を構成し、前後に形成された各
開口部に栓を施したことを特徴とする。
【００２１】
上記解決手段において、調湿剤とは羊毛を含むことは当然として、一般的に周知のもの、
例えば、木炭、竹炭、Ｂ型シリカゲル、等が挙げられるが、これ等に限定するものではな
い。収納体内部に形成した収納部に充填可能なものであれば、いかなるものでも問題はな
い。が、調湿材の形状が一様ではないので流出を防ぐためと共に、収納部への虫などの侵
入を防ぐために栓を施してもよい。
【００２２】
しかし、住空間における快適な環境を提供する観点から、使用者に悪影響を及ぼす有害物
質やアレルゲン等を避けるべき事は当然である。
【００２３】
更なる解決手段として、少なくとも１以上の面を構成する板に桐材を使用して、収納部に
調湿材を充填収納した収納体において、底板の裏面に複数の溝を刻設したことを特徴とす
る。
【００２４】
つまり、前述の調湿部材の裏側に刻設した複数の溝は、より多湿な環境において、調湿部
材を対象物に密着して使用する場合に密着面において空気の流路を確保する極めて有効な
手段である。
【００２５】
更に、従来の壁構造を採用せずに建築された家屋であっても、前述の如く詳述した全ての
課題解決の手段としての調湿部材の何れかを、室内側の内装下地材だけを一旦外して壁内
に設置すれば、家屋において比較的容易に断熱機能と調湿機能を提供しなければならない
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課題を解決する手段となる。
【００２６】
発明の効果について説明する前に、本発明に採用した桐材についてその特性を説明してお
く。
【００２７】
前述のごとく構成した収納体に使用した桐材は、日本国内において比較的容易に入手する
ことが可能な木材であり、古来より極めて優れた機能を活かして様々な分野において活用
されてきた。例えば、調湿機能においては、周囲の湿度が上昇すれば雰囲気中の湿気を吸
収し、逆に、周囲の湿度が低くなれば吸収した水分を放出する特徴を活かして、たんすの
材料として用いられてきた。
【００２８】
併せて、日本国内の他の樹種と比較して最も熱伝導率が低いことも知られており、この機
能を活かして床材や壁材などの内装材とし断熱機能を発揮すべく活用されてきた。しかし
、より多湿な環境や寒暖の差が激しい環境においては、その機能にも限界があり、除湿機
やグラスウールなどの人工的に作られた化学製品等で補わざるを得なかった。
【００２９】
分かりやすい例として、もっとも多湿な環境における使用例にてその限界を説明する。例
えば、桐材で作成したスノコをベッドの床材として使用していると、スノコとマットレス
の密着面に使用者から発生した蒸気が滞留して結露が発生するが、１週間に１度くらいの
割合でマットレスを引き起こして風通しを良くして解消しなければならない。
【００３０】
例え調湿機能に優れた桐材といえども、直接の水分への暴露に対しては他の木材以上に吸
収してしまい、かえってその特性が仇となってしまうのだ。何故ならば、桐材には他の木
材の様な導管がほとんど存在せず気泡状の組織によって形成されているため、表面に付着
した水分を拡散させる毛管現象が見られず吸収、滞留しやすく、積極的な乾燥作業を行な
わなければ、腐敗の原因となる。
【００３１】
この現象を裏付ける事柄として桐で製作したたんすわ、火災に遭遇しても収納している衣
類は保護される、との言い伝えが残っているが、この前提条件として罹災前に十分の水を
浴びせておく必要がある事は意外と知られていない。桐の特質として乾燥した状態では、
水分に触れれば瞬時に吸収して膨張を始める、この機能によりたんすの各部材が膨張して
機密性を保ち内部への高温の侵入を防ぐのである。
【００３２】
即ち、ある一定の限度内での湿気に対しては調湿機能を発揮するが、限度を超えた水分補
給に対しては、保水機能を発揮し、乾燥作業を行わない限り内部に滞留し続けるのである
。従って、定期的な乾燥作業を怠ると例え桐材といえども水分を吸収した状態を放置して
おけば腐敗が進行したり、忽ちカビが発生してしまう、それでも気が付かないで放置して
おけば飛散する胞子により住環境の悪化は免れないこととなる。上記の如き現象は、ベッ
ド関係に限定されるものではなく室内において人間が活動を続ける限り、活動によって発
散する水分が滞留して発生した結露は腐敗やカビの発生を促す誘因となる。
【発明の効果】
【００３３】
本発明は前記の如く桐材の使用によっても解決されなかった問題を解消すべく、前述の如
く構成した結果、以下に示すような効果が得られる。即ち、調湿機能と断熱機能を兼ね備
える桐製の収納体の内部に羊毛を主材としたもの等の調湿材を充填収納することにより、
収納体の周囲に滞留する水分の、特に通気性が不充分な部位に付着した結露を積極的に解
消する効果を発揮する。この現象は、桐が具備する調湿機能の限界を羊毛が補う事を可能
とした優れた構成によって実現した。
【００３４】
まず、桐材は水分への暴露に際して吸収作用を起こす事は説明したが、内部に充填収納す
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る羊毛は、逆に水分への暴露に対しては撥水作用を発揮し吸水現象は見られないことが一
般的に知られている。しかし、桐材を隔てた水分に対しては調湿機能を発揮し緩やかに吸
収作用を及ぼすのである。
【００３５】
更に、シックハウスの原因物質といわれているホルムアルデヒドや揮発性有機化合物等も
吸収することが証明されている。同現象に着目して構成した本発明にかかる調湿部材は、
多様な環境の中で調湿機能と断熱機能、及び有害物質の吸収機能をも発揮せしめて、快適
な住環境を提供する事に成功した。更に、桐材には遠赤外線を発する能力があり、人体に
良好な効果を与えることが従来より知られていることを述べておく。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
【００３７】
本発明にかかる調湿部材１の要部は、図１に示すように帯状の底板１Ａ上面に右側板１Ｂ
と左側板１Ｃ、及び間仕切１Ｄを立設し、各板によって形成した空間に羊毛２を充填収納
し、その上面に帯状の天板１Ｅを設けた構成である。以下、詳細を説明する。
【００３８】
図１において、収納体１２を構成する４つの面の各板のうち、少なくとも１以上の面を構
成する板の材料に桐材を用いるものとする。更に、好ましくは収納体１２を構成するすべ
ての各板に桐材を用いれば効果は更に顕著であることは、ここで述べるまでもないことで
ある。
【００３９】
尚、以上に説明した実施形態は本発明を説明する便宜上で述べたもので、両側板の向かい
合う面同士の間の底板上面に立設した間仕切については、例え設けなくとも、桐板で構成
する収納体１２に調湿材を充填収納する本発明の要旨を変更するものでないことは明らか
である。
【００４０】
図２は、図１にて説明した調湿部材１の開口部１２Ａに調湿材２Ａの流出を防ぐために設
けた栓１Ｆを示す。栓１Ｆは着脱自在とし、用途に応じて羊毛２と他の調湿材２Ａの入れ
替えを可能とする。又、羊毛２と他の調湿材２Ａを混合して充填収納して、栓１Ｆを施し
てもなんら問題はない。尚、開口部１２Ａへの栓１Ｆの着脱自在とする適用手段は特に指
定するものではなく、従来から採用されている技術を用いれば問題はない。
【００４１】
図３は、調湿部材１を室内に設置する実施例を示すもので、長方体の調湿部材１の複数を
、既存の壁面Ｗに立てて貼詰めて設置した状態である。又、調湿部材１の壁面Ｗへの設置
手段は特に指定する物ではなく従来から採用されている技術を用いれば問題はない。
【００４２】
尚、図３を用いて説明した実施例は本発明を説明する便宜上で述べたもので、例えば調湿
部材１を壁面Ｗの単一面に貼詰めて設置しても効果は十分であるが、これに限定するもの
ではなく、室内に面する壁面Ｗのすべての面に可能な限り貼詰めて設置すれば効果は更に
顕著であることは、ここで述べるまでもないことである。
【００４３】
又、更に図４の如く天井面Ｃや、床面Ｆへの設置も可能であるので同様に貼詰めて設置す
れば、より快適な住空間を提供することが可能である。
【００４４】
図５は、調湿部材１を収納家具Ｄの部材として適用した場合の実施例を示すもので、図中
の横断線ａ－ａにおける断面を表す図６の如く、収納家具Ｄを構成する右側板Ｄ１、左側
版Ｄ２、壁板Ｄ５、前板Ｄ６の全てを調湿部材１で構成するものである。
【００４５】
更に、図５に示す縦断線ｂ－ｂにおける断面を表す図７の如く、収納家具Ｄを構成する地
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板Ｄ３、天板Ｄ４、壁板Ｄ５、前板Ｄ６の全てをも調湿部材１で構成するものである。尚
、図５乃至図７までを用いて説明した実施例は本発明を説明する便宜上で述べたもので、
例えば収納家具Ｄを構成する各板のうち、少なくともいずれかの１枚以上に調湿部材１を
適用すれば効果があることは、ここで述べるまでもないことである。
【００４６】
図８は、調湿部材１をベッドＢの床板Ｂ５に適用した場合の実施例を示すもので、ヘッド
ボードＢ２、左右サイドフレームＢ３、フットボードＢ４等によって構成されたベッドフ
レームＢＦの支持部ＢＨに床板Ｂ５を載置してなるもので、図中の横断線ｄ－ｄにおける
断面を表す図９の如く、床板Ｂ５に調湿部材１を適用したものである。
【００４７】
尚、図８及び図９を用いて説明した実施例は本発明を説明する便宜上で述べたもので、例
えば床板Ｂ５のみに調湿部材１を用いるのみならずベッドフレームＢＦを構成するすべて
の部材に調湿部材１を適用することも可能であることは、ここで述べるまでもないことで
ある。
【００４８】
尚、前記の如く図１乃至図９を用いて本発明に掛かる調湿部材１に羊毛２を充填収納する
実施例を述べたが、調湿部材１に充填収納するものは羊毛２に限定するものではなく、用
途に応じて異なる調湿材２ａを充填収納することも可能である。
【００４９】
例えば、より遠赤外線効果を高めたい用途に用いる場合であれば、調湿機能と遠赤外線を
発する能力を併せ持つといわれている木炭や竹炭などを図１０に示す如く調湿材２ａとし
て充填収納することも可能である。更に、調湿材２ａの形状によっては、流出の可能性が
あったり、収納空間に隙間を有する場合は虫などの侵入も予想されるので、栓１Ｆを施し
た状態を示す。
【００５０】
更に、好ましくは着脱自在としておけば調湿材２ａの入れ替えも容易となる。尚、栓Ｆを
施す手段として特に指定するものではなく、従来から採用されている技術を用いれば問題
はない。
【００５１】
又、前記の如く図１乃至図１０を用いて本発明に掛かる調湿部材１の実施例を述べたが、
各実施例において適用可能な例として調湿部材１の裏面を構成する底板１Ａの表面に溝１
１Ａを刻設した状態を図１１に示す。
【００５２】
実施形態としては、図１２に示す如く同様の調湿部材１の複数を、例えば床面Ｆに、調湿
部材１の溝１１Ａを刻設した面を密着して並設すれば、隣接する調湿部材１の溝１１Ａ同
士が連通し複数の空気溝Ｆ１が形成される。これにより、床面Ｆと底板１Ａの表面が密着
した状態であっても空気の流路を確保することが可能となり湿気が滞留することなく、乾
燥した状態を維持することが実施可能である。
【００５３】
尚、図１２を用いて床面Ｆに調湿部材１を密着して並設した例を示したのは本発明を説明
する便宜上で述べたもので、これに限定するものではなく、他の実施例として壁面Ｗや、
天井面Ｃへの実施であっても、効果は十分である。更に、溝１１Ａは調湿部材１に横方向
に刻設した状態を示しているが、これに限定するものではなく縦方向に刻設しても効果は
十分である。
【００５４】
図１３は、すでに建築された家屋への実施例であり、室内側の内装下地材Ｗ１を除去した
後に、壁内に調湿部材１を設置した状態を示す。尚、図１３を用いて壁内に調湿部材１を
設置する例を示したのは本発明を説明する便宜上で述べたものでこれに限定するものでは
なく、他の実施例として天井内や、床内への設置であっても効果は十分である。又、前記
実施例はすでに建築工程が済んだ後の家屋への実施例であるが、新築家屋でも建築工程に
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設置作業を織り込んで設置することも十分可能である。
【００５５】
以上説明した如く、本発明による実施形態によれば室内に設置した調湿部材１の機能によ
り断熱効果を発揮し外部の気温の変化を室内に及ぼさないので比較的容易に効果を提供す
ることが可能である。更に、桐材で構成した収納体の内部に調湿材２ａを充填収納するこ
とにより桐材のみを用いて室内に内装材として設置した場合と比較して、優れた断熱機能
、及び調湿機能を発揮させることを可能とした。又、調湿部材１を家具やベッドの部材と
して用いても同様に効果を発揮させることが可能である。即ち、本発明は様々な形状で調
湿機能と断熱機能を提供することが可能な極めて優れた技術である。尚、図１乃至図１３
において収納体に充填収納するもののひとつとして羊毛２と表現したが，その構成は、１
００パーセントの物に限定するものではなく、他の成分を混成したものであっても問題は
ない。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の構成を示す。調湿部材１の斜視図
【図２】本発明の他の実施例を示す。調湿部材１の斜視図
【図３】本発明を室内壁面Ｗに設置した状態を示す一部省略正面図
【図４】本発明を室内壁面Ｗ、天井面Ｃ、床面Ｆに設置した状態を示す一部省略正面図
【図５】本発明を家具Ｄの構成部材に適用した状態を示す斜視図
【図６】図５に示した家具Ｄの横断線ａ－ａにおける断面を示す斜視図
【図７】図５に示した家具Ｄの縦断線ｂ－ｂにおける断面を示す斜視図
【図８】本発明をベッドＢの構成部材に適用した状態を示す斜視図
【図９】図８に示したベッドＢの横断線ｄ－ｄにおける断面を示す斜視図
【図１０】本発明の他の実施例における断面を示す斜視図
【図１１】本発明に溝１１Ａを刻設した状態を示す斜視図
【図１２】図１１に示した実施例を床面に設置した状態を示す斜視図
【図１３】本発明を壁中に設置した状態を示す一部切欠き正面図
【図１４】従来の壁構造Ａの実施形態を示す斜視図
【図１５】図１５に示した壁構造Ａの切断線イ－イにおける断面を示す斜視図
【図１６】図１４乃至図１５における断熱層４に用いる断熱材を示す斜視図
【符号の説明】
１　　調湿部材
１Ａ　底板
１１Ａ溝
１Ｂ　右側板
１Ｃ　左側板
１Ｄ　間仕切
１Ｅ　天板
１Ｆ　栓
１２　収納体
１２Ａ開口部
２　　羊毛
２ａ　調湿材
Ｗ　　壁面
Ｗ１　内装下地材
Ｗ２　柱
Ｗ３　間柱
Ｃ　　天井面
Ｆ　　床面
Ｆ１　空気溝
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Ｄ　　収納家具
Ｄ１　右側板
Ｄ２　左側板
Ｄ３　地板
Ｄ４　天板
Ｄ５　壁板
Ｄ６　前板
Ｂ　　ベッド
Ｂ２　ヘッドボード
Ｂ３　左右サイドフレーム
Ｂ４　フットボード
Ｂ５　床板
ＢＦ　ベッドフレーム
ＢＨ　支持部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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